
農用地利用集積等促進計画

市町村 大字 字 地番 始期 終期
年数
（年）

賃料単価
（円/10a）
(㎏/10a)

賃料年額
（円）
(㎏)

始期 終期
年数
（年）

賃料単価
（円/10a）
(㎏/10a)

賃料年額
（円）
(㎏)

新規 更新 付替

1 日野町 久住 字大畑ケ 548 畑 畑 野菜 847.00 847.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

2 日野町 久住 字大槇 45 田 田
保全　管

理
831.00 831.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

3 日野町 久住 字砂田 33 田 田
保全　管

理
1,657.00 1,657.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

4 日野町 久住 字鑪原上ミ道上エ 710-1 田 田
保全　管

理
560.00 560.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

5 日野町 久住 字鑪原上ミ道上エ 711 畑 畑
保全　管

理
431.00 431.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

6 日野町 久住 字土居ノ向道上エ 697-2 田 田
保全　管

理
56.00 56.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

7 日野町 久住 字土居ノ向道上エ 697-3 田 田
保全　管

理
14.00 14.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

8 日野町 久住 字土居ノ向道上エ 698 畑 畑
保全　管

理
289.00 289.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

9 日野町 久住 字土居ノ向道上エ 699-1 畑 畑
保全　管

理
85.00 85.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

10 日野町 久住 字栩峠 27-1 田 田
保全　管

理
2,132.00 2,132.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

11 日野町 久住 字栩峠 27-2 田 田
保全　管

理
361.00 361.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

12 日野町 久住 字原 811-1 畑 畑
保全　管

理
351.00 351.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

13 日野町 久住 字古屋 301 畑 畑
保全　管

理
136.00 136.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

14 日野町 久住 字古屋 303 畑 畑 野菜 496.00 496.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

15 日野町 久住 字古屋 326-1 畑 畑 野菜 723.00 723.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

16 日野町 久住 字古屋 326-2 畑 畑 野菜 62.00 62.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

17 日野町 久住 字古屋 328 田 畑 野菜 368.00 368.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

18 日野町 久住 字古屋 329 畑 畑 野菜 158.00 158.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

19 日野町 久住 字古屋ノ前 277 田 田 野菜 543.00 543.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

20 日野町 久住 字古屋ノ前 278-1 田 田 野菜 1,611.00 1,611.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

21 日野町 久住 字古屋ノ前 283-1 田 田 野菜 1,261.00 1,261.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

22 日野町 久住 字槇ノ田 1234 畑 畑
保全　管

理
254.00 254.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

農地
番号

地権者が機構に設定する権利 機構が耕作者に設定する権利

借受経営体の名称

土地の表示

登記地
目

現況地
目

内容
登記面積

（㎡）
取扱面積

（㎡）

契約
区分
(注3)

備考　
経営体
の区分
(注1)

添付書
類省略
の区分
(注2)

契約の状況

地域計画
の地区
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23 日野町 久住 字槇ノ下モ 77-1 田 田
保全　管

理
3,948.00 3,948.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

24 日野町 久住 字槇ノ下モ 77-2 田 田
保全　管

理
2,123.00 2,123.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

25 日野町 久住 字槇ノ下モ 79-1 田 田
保全　管

理
437.00 437.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

26 日野町 久住 字宮ノ下モ 389 畑 畑
保全　管

理
608.00 608.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

27 日野町 久住 字宮ノ下モ 399 畑 畑
保全　管

理
3,247.00 3,247.00 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 R6.4.1 Ｒ15.12.31 9年9ヶ月 0 0 山縣　実 ⑥ ○ ①

28 日野町 濁谷 字仲屋ヶ市 1941 田 田 ソバ 1,531.00 1,531.00 R6.4.1 Ｒ8.12.31 2年9ヶ月 0 0 R6.4.1 R8.12.31 2年9ヶ月 0 0 株式会社　優栽 ① BC ○ ①

29 日野町 濁谷 字仲屋ヶ市 1939 田 田 ソバ 2,031.00 2,031.00 R6.4.1 Ｒ8.12.31 2年9ヶ月 0 0 R6.4.1 R8.12.31 2年9ヶ月 0 0 株式会社　優栽 ① BC ○ ①

30 日野町 安原 字砂田 595 田 田 水稲 1,846.00 1,846.00 R6.4.1 Ｒ8.12.31 2年9ヶ月 0 0 R6.4.1 R8.12.31 2年9ヶ月 0 0 株式会社　優栽 ① BC ○ ①

31 日野町 安原 字奥ノ上ミ 538 田 田 水稲 1,303.00 1,303.00 R6.4.1 Ｒ8.12.31 2年9ヶ月 0 0 R6.4.1 R8.12.31 2年9ヶ月 0 0 株式会社　優栽 ① BC ○ ①

○注記ごとに該当する記号を記載

注1 ①認定農業者　　②認定新規就農者　　③基本構想水準到達者　　④地域計画に位置付けられた経営体　　⑤今後育成すべき農業者　⑥その他

注2 A 同じ経営体が同じ農地を耕作する場合。　　B 法人で経営体制に変更がない場合。　　C 農地所有適格法人の場合（新規に借受けを行う場合は除く）。

注3 ①貸出借受が同時に行われる場合。　　②機構が地権者から借入れのみを行う場合。　　③既に機構が借入れした農地を貸付ける場合。　　④軽微変更の場合。


